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第１章 調査概要 

１．調査目的 
法務省では、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になって

いる価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育である法教育の普及・

推進に関する取組を行っている。 
小学校においては平成２３年以降、学習指導要領に「社会生活を営む上で大切な法や

決まり」など法教育に関する内容が盛り込まれ、令和２年度から全面実施されている学

習指導要領においても「生きる力」の育成が強く打ち出されているなど、法を主体的に利

用する力を養う教育の必要性は高まっている。 
そこで、今般、法務省において、小学校における法教育の実践状況を把握し、学校現場

における法教育の取組を更に支援するための施策の在り方を検討することを目的として、

調査研究を実施した。 
 

２．調査内容 
調査は、法教育授業の実践状況など、次の内容について尋ねた（調査対象校に配布した

調査票は、本報告書巻末に参考資料として添付した。）。 
 

 第１ 学校に関すること 
  所在地（都道府県、市区町村）、設置主体、教員数、学校名、回答者の氏名・役職、回答者の連絡

先（電話番号・メールアドレス） 
 第２ 法教育授業の実践状況について 
  【問１】 令和６年度における法教育に関する授業の実施状況 

（実施した「学年」、「教科等」、扱った「テーマ」） 
 第３ 法教育教材の使用状況について 
  【問２】 法教育教材の利用の有無 
  【問３】 利用したことがある法教育教材・題材 
  【問４】 法教育教材を利用していない理由 
 第４ 法教育教材の媒体・題材等について 
  【問５】 法教育に関する学習指導を行うに当たり、あるとよいと思う教材等の媒体（形式） 
  【問６】 法教育に関する学習指導を行うに当たり、あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等 
 第５ 法律専門家や関係機関との連携状況等について 
  【問７】 外部人材と連携した法教育授業の実施状況（「連携先」、扱った「テーマ」） 
  【問８】 外部人材と連携した法教育授業を実施しなかった理由 
 第６ 課題認識・意見等について 
  【問９】 法教育を実施するに当たっての課題 
  【問１０】法教育の取組や教材に対する御意見・御要望等  
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３．調査の対象・方法 
調査は、全国の小学校及び義務教育学校のうち、１，０００校を抽出して実施した1。 
調査実施に当たっては、事前に、法務省及び文部科学省から各都道府県教育委員会等

に対して調査に関する事務連絡を発出したほか、各学校及び教育委員会等の負担軽減の

ため、調査票等2は委託業者（株式会社浜銀研究所。以下「法務省委託業者」という。）か

ら調査対象校に対して直接送付し、調査回答は、ＷＥＢ回答フォームにより各学校が法

務省委託業者に直接回答する方法とした3。 
 

４．調査時期 
ＷＥＢ回答フォームの回答受付期間は次のとおり。 

令和７年７月２４日（木）～令和７年９月１２日（金） 
 

５．回答状況 
（１）全体・学校設置者別の回答状況 

全体、並びに学校設置者別（国立・公立・私立）の回答状況は、次のとおりである。

全体の回答率は５４．１％4であった。 
 

図表１－１ 調査の回答状況 

 全体 国立 公立 私立 
調査対象校数 １，０００ ４ ９８３ １３ 

回答数 ５４１ ３ ５３０ ８ 

回答率 ５４．１％ ７５．０％ ５３．９％ ６１．５％ 

  

 
1 文部科学省による「学校コード」（令和７年５月１日時点（暫定版））のリストに掲載の小学校及び義務教育学校（総数

１８，８６８校）から、都道府県別と学校設置者別の抽出率が概ね均一になるように各層に抽出数を割り当て、層別にリ

ストから無作為抽出を行った（層化抽出法）。 
2 依頼状、回答方法説明書、調査項目一覧、法務省・文部科学省連名の事務連絡（写し）に加え、法教育リーフレットを

同封して各調査対象校に郵送した。 
3 学校等からの問合せは、法務省委託業者において対応した。 
4 対象として抽出した１，０００校のうち、閉校・廃校となっており、調査票を送付することができなかった学校があっ

た（９校）。これらを除いた場合の回答率は、５４．６％である。 
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（２）都道府県別の回答状況 
都道府県別の回答状況は、次のとおりである。 

 
図表１－２ 都道府県別の回答状況 

都道府県 
調査対象 

校数 
回答数 

回答率

（％） 
 回答数 

調査対象 

校数 
回答数 

回答率

（％） 
北海道 ５０ ３５ ７０．０％  滋賀県 １２ ６ ５０．０％ 

青森県 １３ ５ ３８．５％  京都府 １９ ９ ４７．４％ 

岩手県 １４ ８ ５７．１％  大阪府 ５２ １６ ３０．８％ 

宮城県 １９ １５ ７８．９％  兵庫県 ３９ １９ ４８．７％ 

秋田県 ９ ５ ５５．６％  奈良県 １０ ３ ３０．０％ 

山形県 １２ ４ ３３．３％  和歌山県 １３ ８ ６１．５％ 

福島県 ２０ １１ ５５．０％  鳥取県 ６ ２ ３３．３％ 

茨城県 ２３ １４ ６０．９％  島根県 １０ ３ ３０．０％ 

栃木県 １８ １３ ７２．２％  岡山県 ２０ １２ ６０．０％ 

群馬県 １６ １０ ６２．５％  広島県 ２４ １４ ５８．３％ 

埼玉県 ４３ ２５ ５８．１％  山口県 １６ ５ ３１．３％ 

千葉県 ４０ ２４ ６０．０％  徳島県 １０ ８ ８０．０％ 

東京都 ７０ ３４ ４８．６％  香川県 ８ ７ ８７．５％ 

神奈川県 ４７ １７ ３６．２％  愛媛県 １５ ７ ４６．７％ 

新潟県 ２３ １０ ４３．５％  高知県 １２ ４ ３３．３％ 

富山県 ９ ４ ４４．４％  福岡県 ３８ ３１ ８１．６％ 

石川県 １１ １０ ９０．９％  佐賀県 ８ ４ ５０．０％ 

福井県 １０ ４ ４０．０％  長崎県 １７ １０ ５８．８％ 

山梨県 ９ ６ ６６．７％  熊本県 １７ ８ ４７．１％ 

長野県 １９ ５ ２６．３％  大分県 １４ ９ ６４．３％ 

岐阜県 １８ １１ ６１．１％  宮崎県 １２ ５ ４１．７％ 

静岡県 ２６ １３ ５０．０％  鹿児島県 ２５ １５ ６０．０％ 

愛知県 ５１ ３４ ６６．７％  沖縄県 １４ ２ １４．３％ 

三重県 １９ １７ ８９．５％      
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（３）回答学校の教員数による分布 
回答学校の教員数（非常勤を除く。）による分布は、次のとおりである5。 

 

図表１－３ 回答学校の教員数分布 
 １０人以下 １１人～２０人 ２１人～３０人 ３１人以上 不明 合計 

学校数 ５９ １９９ １６２ １１７ ４ ５４１ 

割合 １０．９％ ３６．８％ ２９．９％ ２１．６％ ０．７％ １００．０％ 

 
 

（４）回答学校が所在する市区町村の人口による分布 
今回の調査の調査票において所在地（都道府県・市区町村）を尋ねており、特に

市区町村について得られた回答をもとに、各学校について市区町村人口の情報を紐

づけた。なお、人口の情報については、総務省統計局ｅ－Ｓｔａｔで公開されてい

る「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」から、全国の市区町村

の令和７年１月１日時点の情報を使用した。 
回答学校が所在する市区町村の人口による分布は、次のとおりである。 

 
図表１－４ 回答学校が所在する市区町村の人口分布 
 ５万人未満 ５万人以上３０万人未満 ３０万人以上 合計 

学校数 １７６ １９６ １６９ ５４１ 

割合 ３２．５％ ３６．２％ ３１．２％ １００．０％ 

 
  

 
5 教員数に関して非常に多くの人数が回答されており、正確な情報ではないと思われた学校の回答については「不明」と

して扱った。 
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６．集計・分析の方法 
本報告書では、第２章において、調査で得られた回答の内容について、集計・分析の結

果を示した。第３章では、第２章で把握されたことを再整理した上で、学校現場における

法教育の取組を更に支援するための施策の在り方等、今後の方策等について考察を行っ

た。 
第２章では、本調査で実施した全ての調査項目について単純集計により全国的な状況

を把握した上で、一部の調査項目については、クロス集計による結果を示した。 
また、集計結果の一部については、法務省が平成２４年度及び令和元年度に実施した

「小学校における法教育の実践状況に関する調査研究」（以下、それぞれを「平成２４年

度調査」、「令和元年度調査」という。また、総称として「過年度調査」という6。）の結果

と対比させ、状況の違い等についても考察した。 
 

本報告書における集計の方法や結果の見方等に関しては、以下を参照すること。 
 
・各調査項目の集計対象件数（分母の数）は、図表中に「ｎ=〇〇」と示した。なお、集計結果につ

いては、各調査項目に対する回答の件数を分子として分母に対する割合を算出し、その大小によ

り解釈を行っている。割合を算出するに当たっての分母が集計対象全体（ｎ＝５４１）ではない

場合には、分母に関する情報を注釈等にて示した。 
・集計結果の割合（％）は、小数点第２位を四捨五入した上で表示しているため、内訳の合計が   

１００％にならない場合がある。 
・調査項目は、「選択肢から一つを選択するもの」、「選択肢から該当する項目を全て選択するもの」、

「自由記述により回答するもの」の３種類がある。 
・「選択肢から一つを選択するもの」については、積み上げると１００％になる横棒グラフにて結果

を示した。 
・「選択肢から該当する項目を全て選択するもの」については、各項目に対する回答割合を示す横棒

グラフにて結果を示した。（積み上げると１００％超える形式のグラフで示した。） 
・「自由記述により回答するもの」については、回答内容をいくつかの観点から分類・整理し、分類

別の件数を示した。 

 
 

 

 
6 過年度調査の詳細については、法務省ホームページ内の「学校現場における法教育の実践状況に関する調査研究につい

て」（http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/gakkou_tyousa.html）を参照。 
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第２章 集計・分析結果 

１．法教育の実施状況 
（１）法教育に関する授業の実施の有無・実施の程度 

 令和６年度における法教育に関する授業の実施状況について、「０回（実施していない）」との

回答割合は２．８％であった。「１～５回」が５５．３％と半数以上となっている7。 

図表２－１－１－１ 法教育に関する授業の実施の有無・実施の程度【問１】 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 令和６年度において、ほとんどの小学校が１回以上、法教育に関する授業を実施している。 

  

 
7 実施状況について、学年別・教科等の別を単位とした実施回数を回答いただいた。例として、「６年生の社会科の授業

と５年生の家庭科の授業で実施した」場合は２回、「６年生の社会科の授業で複数回関連する内容を扱った」場合は１回、

「６年生の社会科の授業と家庭科の授業，特別の教科道徳の授業のそれぞれで実施した」場合は３回、「全学年の児童を

対象に，特別活動で法教育に関する内容を扱った」場合は６回と考えていただくように示した上で調査を実施した。 

2.8 55.3 18.5 23.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法教育に関する授業を

令和６年度にどの程度

実施したか(n=541)

０回（実施していない） １～５回 ６～９回 １０回以上
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（２）法教育に関する授業の実施の概況 
①学年 

法教育に関する授業を実施した「学年」については、「６年生」が９８．５％となっており、

学年が上がるにつれて割合は高くなっている8。 

図表２－１－２－１ 法教育に関する授業の実施の状況（学年）【問１】 

 
             ※令和 6 年度に法教育に関する授業を実施した学校を分母とした集計 

②教科等 

法教育に関する授業を実施した「教科等」については、「社会科」が９６．６％となっている。

次いで「特別の教科道徳」が６０．８％、「家庭科」が５２．７％、「特別活動」が４５．２％と

なっている。 
「その他」については４９件の回答があり、その内容として、「総合的な学習の時間（「総合的

な学習」等の回答を含む）」との回答が多かった。このほか、「安全教室等（セーフティ教室、非

行防止等の回答を含む）」や「情報モラル教室等（ネットトラブル、スマホケータイ教室等の回

答を含む）」などの回答があった。 

図表２－１－２－２ 法教育に関する授業の実施の状況（教科等）【問１】 

 
             ※令和 6 年度に法教育に関する授業を実施した学校を分母とした集計 

 
8 令和６年度に法教育に関する授業を実施した学校を分母として集計を行っている。「教科等」、「テーマ」に関する集計・

分析も同様である。 

39.9 

40.7 

44.3 

50.4 

72.2 

98.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

実施した学年(n=526)

96.6 

52.7 

60.8 

45.2 

9.5 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社会科

家庭科

特別の教科道徳

特別活動

その他

無回答

実施した教科等(n=526)
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③テーマ 

法教育に関する授業を実施した「テーマ」については、「法やきまり，ルールの必要性・意義」

が９０．３％、「憲法の意義」が８６．３％、「司法，裁判が果たす役割」が８２．３％となって

いる。 
「その他」については１６件の回答があり、その内容として、「税に関する教育（租税教室、

納税、税金について等の回答を含む）」との回答が多かった。このほか、「人権・いじめに関する

授業」などの回答があった。 

図表２－１－２－３ 法教育に関する授業の実施の状況（テーマ）【問１】 

 
             ※令和 6 年度に法教育に関する授業を実施した学校を分母とした集計 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 法教育に関する授業は、「６年生」を対象に実施されることが多く、低学年の児童を対象に実施

している学校の割合は、法教育に関する授業を実施している学校のうち約 4 割となっている。 

★ 教科等に関しては「社会科」において、テーマに関しては「法やきまり，ルールの必要性・意義」

について実施している学校の割合が高くなっている。 

 

 

  

90.3 

47.3 

86.3 

82.3 

74.5 

46.4 

3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法やきまり，ルールの必要性・ 意義

契約（ものの貸し借り，売り買い）

憲法の意義

司法，裁判が果たす役割

ＳＮＳやインターネット上の 問題について

多様性を認め合う社会の重要性について

その他

実施したテーマ(n=526)



第２章 ２．法教育教材の使用状況等 

9 
 

２．法教育教材の使用状況等 
（１）利用の有無・認知の状況 

 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材の利用について、「教材を利用して授業を実施

した」との回答割合は４．１％であった。また、「教材を知っているが利用しなかった」との回

答割合は３０．７％、「教材を知らない」との回答割合は６５．１％であった。 
 過年度調査の結果と対比すると9、法教育教材が利用されている学校の割合及び「教材を知っ

ている」との回答割合は減少している。 

 

図表２－２－１－１ 法教育教材の利用の有無【問２】 

 
 
図表２－２－１－２ （参考）令和元年度調査、法教育教材の利用の有無 

 
 

図表２－２－１－３ （参考）平成２４年度調査、法教育教材の利用の有無 

 
 

《読み取れること・ポイント》 

★ 法教育教材を利用したことがある学校の割合は約５％となっている。 

★ 約３５％の学校は法教育教材のことを知っている状況にあるが、過年度調査と比べて、この割

合は減少している。  

 
9 設問文や選択肢のワーディングが調査年によって異なることから、本調査結果と厳密な比較はできない点には留意が必

要である。なお、平成２４年度調査に関し掲載している結果は、未記入７１件を除く、有効回答１，８４０件について集

計を行ったものである。 

4.1 30.7 65.1 0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法務省（法教育推進協議会）

作成の法教育教材の利用の有無

(n=541)

教材を利用して授業を実施した 教材を知っているが利用しなかった

教材を知らない 無回答

7.9 59.5 32.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法務省（法教育推進協議会）

作成の法教育教材の利用の有無

：令和元年度調査

(n=6,052)

教材を利用したことがある 教材を知っているが利用したことはない 教材を知らない

7.5 54.0 38.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法務省が作成した教材の

利用の有無

：平成２４年度調査

(n=1,840)

ある ない わからない
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（２）利用の有無・認知の状況に関するクロス集計 

①教員数別の状況 

 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材の利用について、教員数別に集計すると10、教

員数の多い学校の方が「教材を知らない」の回答割合は高い傾向となっている11。 

図表２－２－２－１ 教員数別、法教育教材の利用の有無【問２】 

 

②人口規模別の状況 

 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材の利用について、人口規模別に集計すると12、

人口数が多い自治体に所在する学校の方が「教材を知らない」の回答割合が高い傾向となって

いる。 

図表２－２－２－２ 人口規模別、法教育教材の利用の有無【問２】 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 法教育教材を「知らない」と回答した割合は、教員数が多い学校や人口規模が大きい学校の方が

高い傾向となっており、周知の状況や利用の状況等に差異があることがうかがえる。 

  

 
10 クロス集計に当たり、教員数が「不明」の学校、及び法教育教材の利用の有無について「無回答」の学校は除いて集計

を行った。 
11 令和元年度調査でも同様の結果が得られている。 
12 クロス集計に当たり、法教育教材の利用の有無について「無回答」の学校は除いて集計を行った。 

6.8 

3.0 

4.9 

1.7 

37.3 

34.2 

27.8 

26.7 

55.9 

62.8 

67.3 

71.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人以下(n=59)

１１人～２０人(n=199)

２１人～３０人(n=162)

３１人以上(n=116)

教材を利用して授業を実施した 教材を知っているが利用しなかった 教材を知らない

4.0 

2.6 

5.9 

34.7 

32.3 

24.9 

61.4 

65.1 

69.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5万人未満(n=176)

5万人以上30万人未満(n=195)

30万人以上(n=169)

教材を利用して授業を実施した 教材を知っているが利用しなかった 教材を知らない
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（３）利用したことがある教材の種類・題材 
 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材について、利用した教材・題材としては、冊子

教材の「約束をすること，守ること」が５０．０％と最も高く、次いで冊子教材の「情報化社会

における表現の自由と知る権利－情報の受け手・送り手として－」の割合が４５．５％となって

いる13。なお、「法務省ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開しているその他の教材・法教育に関す

る動画」の割合は３６．４％であった。 
 令和元年度調査の結果と対比すると、利用したと回答された割合が高い教材・題材はほぼ同

様の結果であるが、「視聴覚教材」については全体的に割合が減少傾向にある。 

図表２－２－３－１ 利用した法教育教材の種類・題材【問３】 

  
             ※「教材を利用して授業を実施した」と回答した学校数を分母とした集計 

  

 
13 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材について、「教材を利用したことがある」と回答した学校を分母として

集計を行っている。集計対象の学校数が２２件と少ないことについては留意が必要である。 

40.9 

50.0 

36.4 

45.5 

22.7 

22.7 

18.2 

13.6 

18.2 

13.6 

4.5 

36.4 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

友だち同士のけんかとその解決

約束をすること，守ること

もめごとの解決

－国民の司法参加・ルールづくり－

情報化社会における表現の自由と

知る権利－情報の受け手・送り手として－

けんかの解決方法を考えよう！

約束って何だろう？

本当のことって何だろう？

きめきめ王国

書き込む前に考えよう！

事件の審理等

専門家からのメッセージ

法務省YouTubeチャンネルに公開している

その他の教材・法教育に関する動画

無回答

利用した法教育教材の種類・題材(n=22)

 

 

 

冊子教材 

（ルールは誰の 

もの？～みんなで

考える法教育～） 

 

 

 

視聴覚教材 

刑事裁判手続を模擬的に

体験できる視聴覚教材 

その他 
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図表２－２－３－２ （参考）令和元年度調査、利用したことがある法教育教材の種類・題材 

 

※「教材を利用したことがある」と回答した学校数を分母とした集計 

 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 教材の種類・題材については、冊子教材の「約束をすること，守ること」と「情報化社会におけ

る表現の自由と知る権利－情報の受け手・送り手として－」の利用割合が比較的高く、この傾向

は過年度と同様となっている。 

★ 「法務省ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開しているその他の教材・法教育に関する動画」を利用

したことがある学校の割合は、法教育教材を利用した学校のうち４割弱となっている。 

 

  

30.1 

39.1 

26.4 

37.8 

28.3 

31.2 

21.0 

16.4 

32.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

友だち同士のけんかとその解決

約束をすること，守ること

もめごとの解決

－国民の司法参加・ルールづくり－

情報化社会における

表現の自由と知る権利

－情報の受け手・送り手として－

けんかの解決方法を考えよう！

約束って何だろう？

本当のことって何だろう？

きめきめ王国

書き込む前に考えよう！

利用したことがある法教育教材の種類・題材

：令和元年度調査(n=481)

 

 

冊子教材 

（ルールは誰の 

もの？～みんな

で 考 え る 法 教

育～） 

 

 

 

視聴覚教材 
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（４）法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を利用していない理由 

 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材について、「教材を知っているが利用しなかっ

た」と回答した場合の理由としては、「既存の指導書や教科書等で授業を実施することができる

から」との回答割合が６９．９％と最も高く、次いで「このような授業を行う時数の余裕がない

から」が４０．４％となっている。 
令和元年度調査の結果と対比すると、「既存の指導書や教科書等で授業を実施することができ

るから」の回答割合が増加し、「このような授業を行う時数の余裕がないから」の回答割合は減

少している。 
なお、「その他」については６件の回答があり、その内容としては、「他の教材等で対応してい

るから」や「外部人材との連携により授業を実施しているから」などの回答があった。 

 

図表２－２－４－１ 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を利用しなかった理由 

【問４】 

 
             ※「教材を知っているが利用しなかった」と回答した学校数を分母とした集計 

  

3.6 

2.4 

7.2 

69.9 

40.4 

16.3 

19.3 

8.4 

3.6 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教科のねらいを達成することができないから

児童の興味・関心を引くテーマ・教材ではないから

教科書に即していないから

既存の指導書や教科書等で

授業を実施することができるから

このような授業を行う時数の余裕がないから

このような授業を行うための準備の負担が重いから

教材が教員の手元に行き渡っていないから

内容を確認したことがないから

その他

無回答

法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を利用してい

ない理由(n=166)
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図表２－２－４－２ （参考）令和元年度調査、法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を

利用していない理由 

 
             ※「教材を知っているが利用したことはない」と回答した学校数を分母とした集計 

 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を知ってはいるが利用しなかった理由としては

「既存の指導書や教科書等で授業を実施することができるから」が約 7 割と最も高くなってい

る。 

★ この回答割合は令和元年度調査と比べて増加している。 

 
 

2.9 

2.3 

12.6 

42.1 

64.0 

25.3 

9.2 

5.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教科のねらいを達成することができないから

児童の興味・関心を引くテーマ・教材ではないから

教科書に即していないから

既存の指導書や教科書等で

授業を実施することができるから

このような授業を行う時数の余裕がないから

教材が教員の手元に行き渡っていないから

内容を確認したことがないから

その他

法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を利用して

いない理由：令和元年度調査(n=3,600)
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（５）あるとよいと思う教材等の媒体（形式） 
 法教育に関する学習指導を行うに当たり、あるとよいと思う教材等の媒体（形式）について

は、視聴覚教材で「動画配信サイト等での配信」の回答割合が７６．０％と最も高く、次いで「Ｉ

ＣＴ端末で活用できるデジタル教材」が５６．４％となっている。 
令和元年度調査の結果と対比すると、「ＤＶＤなどインターネットに接続する必要がない（オ

フラインで使用できる）電子媒体」や「紙媒体のデータを格納した電子媒体（ＣＤ，ＤＶＤな

ど）」の回答割合が大幅に減少し、「動画配信サイト等での配信」の回答割合は増加している。 
なお、「その他」については５件の回答があり、その内容としては、「どの教員も実施できるよ

うにする指導案や指導のシナリオ」や「気軽に取り組め、ひと目で分かる教材の案内」などの回

答があった。 
また、「ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材」を回答した場合に、どのような教材を希望す

るかを自由記述形式で具体的に尋ねたところ、２５５件の回答があり、その内容としては、「ク

イズ・ゲーム・ストーリー選択型の教材」や「端末に合った教材」、「個別学習、個々のペースで

取り組める教材」に関する回答が多かった14。これらの回答内容の一部を、図表２－２－５－４

として掲載した15。 

 

図表２－２－５－１ あるとよいと思う教材等の媒体（形式）【問５】 

 

 
14 複数の分類にまたがる回答内容については、それぞれに件数をカウントしている。 
15 回答があった内容の全てを掲載しているわけではない。 

44.0 

21.1 

44.0 

76.0 

18.7 

56.4 

0.9 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

紙媒体

紙媒体のデータを格納した

電子媒体（ＣＤ，ＤＶＤなど）

ホームページからダウンロードする形式

動画配信サイト等での配信

ＤＶＤなどインターネットに接続する必要がない

（オフラインで使用できる）電子媒体

ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材

その他

無回答

あるとよいと思う教材等の媒体（形式）(n=541)

 

 

冊子教材 

視聴覚 

教材 

デジタル 

教材 

その他の媒体等 
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図表２－２－５－２ （参考）令和元年度調査、あるとよいと思う教材等の媒体（形式） 

  
 

図表２－２－５－３ あるとよいと思う教材等の媒体（形式）の「ＩＣＴ端末で活用できるデジタ

ル教材」の具体的内容（希望する教材のイメージ）【問５】 

分類 件数 

クイズ・ゲーム・ストーリー選択型の教材 ９５ 

端末に合った教材 ６３ 

個別学習、個々のペースで取り組める教材 ６１ 

動画・アニメーション教材 ５１ 

特定のテーマ・内容を扱う教材 ３９ 

話し合いや協働により学べる教材 １８ 

教科書の内容に即した教材 １３ 

発達段階や理解の段階に応じた教材 ９ 

指導者用の教材 ３ 

合計 ２５５件 

          ※複数の分類にまたがる回答内容については、それぞれに件数をカウントしている 

          ※「合計」の件数はあるとよいと思う教材等の媒体（形式）として「ＩＣＴ端末で活用できるデジタル

教材」を選択し、どのような教材を希望するかを自由記述形式で回答した学校数である 

 

  

51.1 

53.9 

37.7 

46.2 

69.1 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

紙媒体

紙媒体のデータを格納した

電子媒体（ＣＤ，ＤＶＤなど）

ホームページから

ダウンロードする形式

動画配信サイト等での配信

ＤＶＤなどインターネットに接続

する必要がない（オフラインで

使用できる）電子媒体

その他

あるとよいと思う教材等の媒体（形式）：令和元年度調査

(n=6,052)

 

 

冊子教材 

 

視聴覚 

教材 

その他の媒体等 
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図表２－２－５－４ あるとよいと思う教材等の媒体（形式）の「ＩＣＴ端末で活用できるデジタ

ル教材」の具体的内容（希望する教材のイメージ）の回答例【問５】 

分類 回答の内容 

クイズ・ゲーム・ス

トーリー選択型の

教材 

複数の選択肢があり、選択によって場面が変わっていく多終焉型の教材。 

単なる知識の詰め込みではなく、アニメやストーリー、クイズ形式などで、

「どう思う？」「あなたならどうする？」という問いかけができる教材。 

紙媒体やＤＶＤの内容が網羅されているもの。ゲーム感覚で学べるような

もの。 

受動的に視聴するだけでなく、クイズに参加するなど能動的な活動が含ま

れるもの。 

クイズ等を交えた楽しい学習動画を視聴し、学習後チェックテストができ

るような教材。 

児童がそれぞれの端末でアクセスし、ゲーム感覚で取り組むことができる

ような教材。 

○×クイズ形式で法に則した行動（買い物、迷惑行為）を学ぶことができ

るような内容のもので、一斉ではなく、個人で進めることができるものが

あるとよいと思う。 

端末に合った教材 Ｇｏｏｇｌｅスライド形式の教材 

ロイロノートをよく利用しているので、活用できるコンテンツがあるとよ

い。 

児童のタブレット端末に配信して視聴できるような教材 

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等で作成された教材 

スライド形式で使えるものや、デジタル教科書のような使用感のものがあ

ると便利です。 

個別学習、個々の

ペースで取り組め

る教材 

一斉授業ではなく、各自が興味に合わせて進めることができる内容。 

紙媒体をデジタルにしたもの。児童用で、興味があるものをクリックする

と自分で見ることができるもの。 

児童のタブレットで問題を見て、考え、答えを自分で確認できるようにす

るようなもの。 

子どもたち一人一人が興味をもって自分で取り組めるようなもの。 

一人一人がＩＣＴ端末を利用して主体的に学べるワーク形式のようなデ

ジタル教材があるとよいと考えます。 

  



第２章 ２．法教育教材の使用状況等 

18 
 

図表２－２－５－４ あるとよいと思う教材等の媒体（形式）の「ＩＣＴ端末で活用できるデジタ

ル教材」の具体的内容（希望する教材のイメージ）の回答例（続き）【問５】 

動画・アニメーシ

ョン教材 

アニメで、低学年でも分かりやすいもの。いつでも好きな時に見られるも

の。 

学習用端末で視聴できるデジタル配信の動画。 

児童が興味をもちやすいようなアニメーション。低学年向けには 10 分間

以内にまとまっているとよい。 

特定のテーマ・内

容を扱う教材 

インターネットを利用する際の、ネット書き込みや投稿についての法律的

な問題点。ネットからの買い物や契約に関する注意点など。 

憲法の成り立ちやその仕組みや政治の働きについて、楽しく学べる教材。 

小学生にとって身近な場面を取り上げ、法との関連性や大切さ、考え方な

どを学べる教材。 

話し合いや協働に

より学べる教材 

個人作業だけでなく、グループでの対話を通して学習できる素材が好まし

いと考える。 

情報を共有して、自分の考えを相互に伝えあったり、共同してプログラム

を開発したりできるようなもの。 

教科書の内容に即

した教材 

教科書に即した形で、それを補足する内容がわかりやすく映像や動画でま

とめられているものがあれば、活用しやすい。 

教科書に準拠した法教育に関わるデジタル教材。 

発達段階や理解の

段階に応じた教材 

法教育に関する内容が児童の発達段階・学年に応じて理解できるコンテン

ツなどあれば、活用する方もおられると思います。 

子どもが興味関心をもちやすく、１年～６年のそれぞれに対応した分かり

やすい教材を希望します。 

指導者用の教材 指導の時、すぐプレゼンテーションできるパワーポイントのようなもの。 

職員に紹介するためのプレゼン資料。 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ あるとよいと思う教材等の媒体（形式）としては、視聴覚教材で「動画配信サイト等での配信」

の回答割合が７割以上となっており、令和元年度調査と比べて、ニーズが高くなっていることが

わかる。 

★ また、「ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材」についても半数以上の学校から回答があった。

「クイズ・ゲーム・ストーリー選択型の教材」や「端末に合った教材」、「個別学習、個々のペー

スで取り組める教材」など、デジタル教材に関して具体的なニーズが把握されている。 
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（６）あるとよいと思う教材等の媒体（形式）に関するクロス集計 

あるとよいと思う教材等の媒体（形式）について、法教育教材の利用状況別に集計すると16、

「教材を利用して授業を実施した」と回答した学校においては、冊子媒体に関して「紙媒体」や

「ホームページからダウンロードする形式」の回答割合が比較的高くなっている17。 
他方で、「教材を知らない」と回答した学校においては、「ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教

材」などの回答割合が比較的高くなっている。 

図表２－２－６－１ 法教育教材の利用状況別、あるとよいと思う教材等の媒体（形式）【問５】 

 
《読み取れること・ポイント》 

★ 「動画配信サイト等での配信」の回答割合はどの学校群でも高いが、既存の法教育教材を利用し

たことがある学校では冊子教材に関する回答割合も高い傾向にある。  

 
16 クロス集計に当たり、法教育教材の利用の有無について「無回答」の学校、及びあるとよいと思う教材等の媒体（形式）

について「無回答」の学校は除いて集計を行った。 
17 「教材を利用して授業を実施した」と回答した学校に関して、集計対象の学校数が２２件と少ないことについては留意

が必要である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

紙媒体

紙媒体のデータを格納した

電子媒体（ＣＤ，ＤＶＤなど）

ホームページからダウンロードする形式

動画配信サイト等での配信

ＤＶＤなどインターネットに接続する必要がない

（オフラインで使用できる）電子媒体

ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材

その他

教材を利用して授業を実施した(n=22)

教材を知っているが利用しなかった(n=165)

教材を知らない(n=350)

 

 

冊子教材 

 

視聴覚 

教材 

その他の媒体等 

デジタル 

教材 
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（７）あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等 
法教育に関する学習指導を行うに当たり、あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等について

は、「ＳＮＳやインターネット上の問題について」の回答割合が８６．３％と最も高く、次いで

「法やきまり，ルールの必要性・意義」が８２．４％となっている。 
令和元年度調査の結果と対比すると、「ＳＮＳやインターネット上の問題について」や「法や

きまり，ルールの必要性・意義」に関して回答割合が高いということは同様の結果となってい

る。 
なお、「その他」については８件の回答があり、その内容としては、「人権・いじめ」に関する

内容や、「納税・税金」に関する内容などについて回答があった。 

 

図表２－２－７－１ あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等【問６】 

 

 

 

 

 

  

82.4 

56.4 

54.9 

56.0 

86.3 

66.4 

1.5 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法やきまり，ルールの必要性・意義

契約（ものの貸し借り，売り買い）

憲法の意義

司法，裁判が果たす役割

ＳＮＳやインターネット上の問題について

多様性を認め合う社会の重要性について

その他

無回答

あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等(n=541)
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図表２－２－７－２ （参考）令和元年度調査、あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等 

  
 

《読み取れること・ポイント》 

★ あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等については、「ＳＮＳやインターネット上の問題につ

いて」や「法やきまり，ルールの必要性・意義」についての回答割合が高い。 

★ これらは令和元年度調査でも回答割合が高くなっており、法教育として小学校で検討されるこ

とが多いテーマであることがうかがえる。 

 

  

82.7 

41.9 

50.3 

44.0 

87.5 

57.9 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法やきまり，ルールの必要性・意義

契約（ものの貸し借り，売り買い）

憲法の意義

司法，裁判が果たす役割

ＳＮＳやインターネット上の問題について

多様性を認め合う社会の重要性について

その他

あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等

：令和元年度調査(n=6,052)
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３．法律専門家や関係機関との連携状況等について 
（１）外部人材と連携した授業の実施の有無 

 令和６年度における法教育に関して、法律家（裁判官、検察官、弁護士、司法書士等）や関係

機関（法務省、検察庁、裁判所、弁護士会、司法書士会等）等の外部人材と連携した授業を実施

したかについて、「外部人材と連携した授業を実施した」との回答割合は３４．９％であった。 
 過年度調査と対比すると18、令和元年度調査からは「実施した」の割合が若干低下しているが、

ほぼ同程度の回答割合となっている。 

図表２－３－１－１ 外部人材と連携した法教育に関する授業の実施の有無【問７】 

 

図表２－３－１－２ （参考）令和元年度調査、外部人材と連携した法教育に関する授業の実施の

有無 

 

図表２－３－１－３ （参考）平成２４年度調査、外部人材との連携の状況 

 
 

《読み取れること・ポイント》 

★ 令和６年度において、外部人材と連携した法教育を実施している学校の割合は若干減少してい

るが、令和元年度調査とほぼ同程度となっている。 

  
 

18 平成２４年度調査では「これまでに教科等の学習指導に関連し，法律家（裁判官，検察官，弁護士など）や関係各機関

と連携した授業や見学，教員研修などを行ったことはありますか。」という質問文で調査をしており、本調査結果と厳密

な比較はできない点には留意が必要である。なお、平成２４年度調査に関し掲載している結果は、未記入３６件を除く、

有効回答１，８７５件について集計を行ったものである。 

34.9 65.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外部人材と連携した法教育に

関する授業の実施の有無

：全国的な状況

(n=541)

外部人材と連携した授業を実施した 外部人材と連携した授業は実施していない

37.0 63.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外部人材と連携した法教育に

関する授業の実施の有無

：令和元年度調査

(n=6,052)

外部人材と連携した授業を実施した 外部人材と連携した授業は実施していない

17.7 82.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法律家や関係各機関と連携した授業

や見学，教員研修などの実施の有無
：平成２４年度調査

(n=1,875)

ある ない
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（２）法律専門家や関係機関と連携した法教育に関する授業の実施の概況 
①連携先 

外部人材と連携して実施した授業の「連携先」に関する内訳としては、「税務署（税務署職員）」

の割合が最も高くなっている。次いで、「警察署（警察官）」、「税理士会（税理士）」の割合が高

くなっている。 
調査対象学校数を分母とした集計では、「税務署（税務署職員）」と連携した授業を実施してい

る割合は１７．７％であった。調査対象学校数を分母とした集計結果について過年度調査と対

比すると、「税務署（税務署職員）」や「警察署（警察官）」の割合が高いという点は同様である

が、「その他」の回答割合が減少し、「弁護士会（弁護士）」の回答割合が若干増加している。 
なお、「その他」については３３件の回答があり、その内容としては、「情報通信等に関する企

業・担当者」、「自治体・自治体職員」、「法人会」、「ＮＰＯ法人、ボランティア団体等」などの回

答があった19。 

図表２－３－２－１ 外部人材と連携した授業を実施した「連携先」【問７】 

 

 
19 連携先の「その他」について、調査票では「行政書士会，社会保険労務士会，弁理士会，企業のコンプライアンス担当

者等」と例示した上で調査を行っている。 

4.2 

5.3 

18.0 

3.2 

0.0 

50.8 

21.7 

25.4 

0.0 

1.1 

2.1 

19.6 

0.5 

1.5 

1.8 

6.3 

1.1 

0.0 

17.7 

7.6 

8.9 

0.0 

0.4 

0.7 

6.8 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

裁判所（裁判官等）

法務省（法務局，刑務所，

保護観察所）や検察庁（検察官等）

弁護士会（弁護士）

司法書士会（司法書士）

日本司法支援センター（法テラス）

税務署（税務署職員）

税理士会（税理士）

警察署（警察官）

大学の教員

法科大学院生・法学部生

消費（国民）生活センター

その他

無回答

授業の連携先：連携している学校数を分母とした集計(n=189)

授業の連携先：調査回答学校数を分母とした集計(n=541)
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図表２－３－２－２ （参考）令和元年度調査、外部人材と連携した授業を実施した「連携先」  

 
                       ※調査回答学校数（全体）を分母とした集計 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 連携先は「税務署（税務署職員）」や「警察署（警察官）」などの割合が高い。 

★ 「弁護士会（弁護士）」と連携している学校の割合は増加傾向にある。 

 

 

  

1.7 

2.0 

4.6 

0.4 

0.1 

17.0 

6.8 

8.4 

0.5 

0.1 

0.8 

11.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

裁判所（裁判官等）

法務省（法務局，刑務所，

保護観察所）や検察庁（検察官等）

弁護士会（弁護士）

司法書士会（司法書士）

日本司法支援センター（法テラス）

税務署（税務署職員）

税理士会（税理士）

警察署（警察官）

大学の教員

法科大学院生・法学部生

消費（国民）生活センター

その他

連携先別，外部人材と連携した授業を実施している学校の割合：

令和元年度調査(n=6,052)
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②テーマ 

外部人材と連携して実施した授業の「テーマ」に関する内訳としては、「法やきまり，ルール

の必要性・意義」の割合が最も高くなっている。次いで、「ＳＮＳやインターネット上での問題

について」の割合が高くなっている。 
調査対象学校数を分母とした集計結果について過年度調査と対比すると、「法やきまり，ルー

ルの必要性・意義」や「ＳＮＳやインターネット上での問題について」の割合が高いという点は

同様であるが、「その他」の回答割合が減少し、「契約（ものの貸し借り，売り買い）」、「憲法の

意義」、「司法，裁判が果たす役割」に関してはそれぞれ若干増加している。 
なお、「その他」については５６件の回答があり、その内容としては、多くが「税に関する教

育（租税教室、納税の義務、税の役割等の回答を含む）」であった。 

図表２－３－２－３ 外部人材と連携した授業を実施した「テーマ」【問７】 

 
  

61.9 

15.9 

14.8 

13.2 

33.9 

7.4 

30.2 

1.6 

21.6 

5.5 

5.2 

4.6 

11.8 

2.6 

10.5 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法やきまり，ルールの必要性・ 意義

契約（ものの貸し借り，売り買い）

憲法の意義

司法，裁判が果たす役割

ＳＮＳやインターネット上の 問題について

多様性を認め合う社会の重要性に ついて

その他

無回答

授業のテーマ：連携している学校数を分母とした集計(n=189)

授業のテーマ：調査回答学校数を分母とした集計(n=541)
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図表２－３－２－４ （参考）令和元年度調査、外部人材と連携した授業を実施した「テーマ」 

 
                       ※調査回答学校数（全体）を分母とした集計 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 外部人材と連携した法教育は「法やきまり，ルールの必要性・意義」をテーマにして実施される

ことが最も多く、「ＳＮＳやインターネット上での問題について」や「税に関する教育」等のテ

ーマでも実施される割合が高い。 

 
  

20.5 

2.9 

3.2 

3.6 

12.7 

2.7 

15.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法やきまり，ルールの必要性・意義

契約（ものの貸し借り，売り買い）

憲法の意義

司法，裁判が果たす役割

ＳＮＳやインターネット上の問題について

多様性を認め合う社会の重要性について

その他

テーマ別，外部人材と連携した授業を実施している学校の割合：

令和元年度調査(n=6,052)
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（３）外部人材と連携した法教育に関する授業を実施していない理由 

外部人材と連携した授業を実施しなかった理由としては、「連携先を見つける方法がよく分か

らないから」との回答割合が４２．３％で最も高く、次いで「連携の準備や打合せ，手続などが

大変だから」が３８．９％、「連携によりどのような授業ができるのか分からないから」が３５．

２％、「連携した授業を行う時間がないから」が３３．８％と続いている20。 
過年度調査の結果と対比すると、令和元年度調査では「連携によりどのような授業ができるの

か分からないから」の回答割合が最も高く、次いで「連携した授業を行う時間がないから」の割

合が高いという結果であり、本調査結果とは若干異なるものとなっている。 
なお、「その他」については１２件の回答があり、その内容としては、「異なるタイミング（令

和７年度中など）に実施している」や「連携事例の情報が不足している」などの回答があった。 

 

図表２－３－３－１ 外部人材と連携した授業を実施しなかった理由【問８】 

 
             ※「外部人材と連携した授業は実施していない」と回答した学校数を分母とした集計 

  

 
20 「外部人材と連携した授業は実施していない」と回答した学校を分母として集計を行っている。 

19.3 

42.3 

35.2 

25.0 

38.9 

33.8 

15.6 

0.9 

9.1 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連携しなくても，法教育に取り組んでいける

と考えるから

連携先を見つける方法がよく分からないから

連携によりどのような授業ができるのか

分からないから

連携のための予算がないから

連携の準備や打合せ，手続などが大変だから

連携した授業を行う時間がないから

連携する方の人柄や授業の技量が

事前に分からず，不安だから

以前に連携を試みたが，うまく

いかなかったから

現在連携した授業の実施に向けての

準備を進めているところである

その他

外部人材と連携した授業を実施しなかった理由

(n=352)
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図表２－３－３－２ （参考）令和元年度調査、外部人材と連携した授業を実施しなかった理由 

 
                        ※「外部人材と連携した授業は実施していない」と回答した学校数を分母とした集計 

 
 

《読み取れること・ポイント》 

★ 外部人材と連携した授業を実施しなかった理由としては、「連携先を見つける方法がよく分から

ないから」との回答割合が最も高くなっている。 

★ 令和元年度調査結果とは若干異なる結果が得られており、外部人材と連携した授業を推進する

に当たり必要なことや求められることが変化している可能性がある。 

 
 
 
 
 

19.6 

40.1 

50.2 

26.8 

30.5 

43.6 

17.1 

0.7 

9.6 

4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連携しなくても，法教育に取り組んでいける

と考えるから

連携先を見つける方法がよく分からないから

連携によりどのような授業ができるのか

分からないから

連携のための予算がないから

連携の準備や打合せ，手続などが大変だから

連携した授業を行う時間がないから

連携する方の人柄や授業の技量が

事前に分からず，不安だから

以前に連携を試みたが，うまく

いかなかったから

現在連携した授業の実施に向けての

準備を進めているところである

その他

外部人材と連携した授業を実施しなかった理由

：令和元年度調査(n=3,815)
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４．法教育に関する課題や意見・要望等 
（１）法教育を実施するに当たっての課題 

 法教育を実施するに当たり課題と感じることについては、「法教育に十分な時間をとる余裕が

ない」との回答割合が５６．２％と最も高く、次いで「外部人材と連携する仕組みがない」の割

合が３３．８％となっている。 
 過年度調査の結果と対比すると、令和元年度調査でも同様に「法教育に十分な時間をとる余

裕がない」が最も高いが、その割合は減少している。また、「特に課題と感じることはない」の

回答割合が若干増加している。 
 なお、「その他」については１５件の回答があり、その内容としては、「学習指導要領の内容以

上のことの実施は難しい」、「職員研修が十分ではない」などの回答があった。 

図表２－４－１－１ 法教育を実施するに当たり課題と感じること【問９】 

 
 
 
 
  

23.1 

56.2 

23.1 

33.8 

19.4 

2.8 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法教育の内容（テーマ）や

授業の進め方が分からない

法教育に十分な時間をとる余裕がない

法教育に関する良い教材

（副教材等）がない

外部人材と連携する仕組みがない

特に課題と感じることはない

その他

無回答

法教育を実施するに当たり課題と感じること(n=541)
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図表２－４－１－２ （参考）令和元年度調査、法教育を実施するに当たり課題と感じること 

 
 

《読み取れること・ポイント》 

★ 法教育を実施するに当たり課題と感じることとして、「法教育に十分な時間をとる余裕がない」

という点は、過年度から継続的に課題になっている。 

★ 「外部人材と連携する仕組みがない」という点を課題と考えている学校は３割以上となってい

る。 

 
 
  

0.7 

36.4 

66.2 

30.5 

4.0 

15.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法教育の必要性を感じない

法教育の内容（テーマ）や

授業の進め方が分からない

法教育に十分な時間をとる余裕がない

法教育に関する良い教材

（副教材等）がない

その他

特に課題と感じることはない

法教育を実施するに当たり課題と感じること

：令和元年度調査(n=6,052)
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（２）法教育を実施するに当たっての課題に関するクロス集計 
①法教育に関する授業の実施状況別 
法教育を実施するに当たり課題と感じることについて、法教育に関する授業の実施状況別に

集計すると21、実施状況が「０回（実施していない）」の学校では、「法教育に十分な時間をとる

余裕がない」の回答など、各項目の回答割合が高くなっている22。 
「外部人材と連携する仕組みがない」の回答に関しては、法教育に関する授業を実施している

学校においても回答割合が３割以上となっている。 

図表２－４－２－１ 法教育に関する授業の実施状況別、法教育を実施するに当たり課題と 

感じること【問９】 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 法教育を実施するに当たり課題と感じることとして、「外部人材と連携する仕組みがない」とい

う点については、法教育に関する授業を実施している学校においても３割以上となっている。 

 
21 クロス集計に当たり、法教育に関する授業の実施状況について「無回答」の学校、及び法教育を実施するに当たり課題

と感じることについて「無回答」の学校は除いて集計を行った。 
22 法教育に関する授業の実施状況が「０回（実施していない）」と回答した学校に関して、集計対象の学校数が１５件と

少ないことについては留意が必要である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法教育の内容（テーマ）や授業の進め方が分からない

法教育に十分な時間をとる余裕がない

法教育に関する良い教材（副教材等）がない

外部人材と連携する仕組みがない

特に課題と感じることはない

その他

０回（実施していない）(n=15)

１～５回(n=297)

６～９回(n=100)

１０回以上(n=127)
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②法教育教材の利用の有無別 
法教育を実施するに当たり課題と感じることについて、法教育教材の利用の有無別に集計す

ると23、「教材を利用して授業を実施した」と回答した学校においては、「法教育に関する良い教

材（副教材等）がない」の回答割合は低くなっている24。 
「教材を知らない」と回答した学校においては、「法教育の内容（テーマ）や授業の進め方が

分からない」などの回答割合が高い傾向にある。 

図表２－４－２－２ 法教育教材の利用の有無別、法教育を実施するに当たり課題と感じること 

【問９】 

 

《読み取れること・ポイント》 

★ 教材を利用して授業を実施した学校においては、「法教育に関する良い教材（副教材等）がない」

との回答割合は低くなっている。 

★ 「教材を知らない」と回答した学校では、「内容（テーマ）や授業の進め方が分からない」など

の回答割合も高くなっている。  

 
23 クロス集計に当たり、法教育教材の利用の有無について「無回答」の学校、及び法教育を実施するに当たり課題と感じ

ることについて「無回答」の学校は除いて集計を行った。 
24 「教材を利用して授業を実施した」と回答した学校に関して、集計対象の学校数が２２件と少ないことについては留意

が必要である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法教育の内容（テーマ）や授業の進め方が分からない

法教育に十分な時間をとる余裕がない

法教育に関する良い教材（副教材等）がない

外部人材と連携する仕組みがない

特に課題と感じることはない

その他

教材を利用して授業を実施した(n=22)

教材を知っているが利用しなかった(n=165)

教材を知らない(n=351)
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（３）法教育の取組や教材に対する意見・要望等 
 法教育の取組や教材に対する意見・要望等については、「特になし」等の回答を除き、１５６

件の回答があった。 
 自由記述形式の回答に加えて、その内容がどのような事項に関するものかを回答いただいた

ところ25、「外部人材との連携・出前授業等について」が４０．４％、「法教育全般に関する意見

や感想等」が３７．２％、「各教科等・教育課程での位置付けの明確化について」が２５．６％

であった。 
 これらの意見・要望等に関して、その回答内容の一部を、図表２－４－３－２～図表２－４－

３－８として掲載した26。 

 

図表２－４－３－１ 法教育の取組や教材に対する意見・要望等の回答の内容【問１０】 

 
             ※自由記述形式での意見・要望について回答があった学校数を分母とした集計 

 
  

 
25 選択肢の中からどの項目に関するものかについて、複数回答形式で回答いただいた。 
26 複数の分類にまたがる回答内容については、いずれかの分類で掲載する形としている。なお、回答があった内容の全て

を掲載しているわけではない。 

37.2 

40.4 

25.6 

9.6 

20.5 

12.8 

16.7 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法教育全般に関する意見や感想等

外部人材との連携・出前授業等について

各教科等・教育課程での位置付けの明確化について

法教育教材の媒体（形式）について

法教育教材の内容について

法教育に関する情報提供の在り方について

教員向けの研修や啓発について

その他

意見・要望等の内容(n=156)
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図表２－４－３－２ 「法教育全般に関する意見や感想等」（全５８件）の回答例【問１０】 

概要 回答の内容 
教育内容に関連す

ること 
主権者としての意識を高める教育をどのように効果的に進めるか試行錯誤し

ています。 

子どもたちが自分自身の生活に直結し必要性や必然性があるような取り組み

を模索しています。 
各教科の資質・能力を育成することを中心に据え、全ての教育活動を通じて取

り組むことが法教育の理念を学ぶことにつながると考えています。 
法教育となると教師も子どもも少し堅苦しくとらえがちであるが、私たちの

身の回りには多くの法があり、それらによって私たちは守られていること、ま

た、何気なくとっている行為が法から逸脱していることもあるということを、

具体的な事象から伝えると子どもたちがわかりやすいと思う。日本は法治国

家であるから、小さい時から生活の中で法教育を行い、学校でもきちんと指導

することが大切だと思う。 
憲法やこども基本法などについて、児童本人が理解し行使することが重要だ

と考えています。 

守らないとどうなるのか、自分の生活にどう関わっているのか、具体例を示す

ことが大切だと思います。もっと政治に興味をもてる人材を育てていく必要

があると思います。 

法教育は必要であるが、難しいイメージがある。身近にある法について分かり

やすく学ぶことができたら良い。 
教育方法に関連す

ること 
模擬裁判や裁判傍聴、お店屋さんごっこなどの体験的な学びが法教育を小学

校の子どもたちが自分ごととして考えるきっかけになるため、そのような実

践例の紹介があると短い時間の中で、実施できそうなものがあれば、やってみ

たいと思います。 
幼い頃から積極的に取り組む必要があるが、家庭により考え方が大きく違う

場合がある。保護者も巻き込みながら行っていくことが必要だと思う。 

人権・モラルに関わる『法教育』は、法律・憲法というものを児童に知らせる

上で大切な教育であると思います。各教科・特別活動等で幅広く指導していく

必要がありますが、児童の興味・関心を高めるための手立てとして、デジタル

教材やコンテンツの開発に力を入れられてはどうかと思います。そして、それ

らを幅広く周知していただき、各学校での指導で活用できれば、さらに法教育

が活性化していくかと思います。 
教材に関連するこ

と 
教科書にある指導事項のもとに専門家が授業をしていただいたり、ピンポイ

ントで利用できるような教材があったりすれば、単元の時数の中で法教育に

ついての理解が深まると思います。 
特別な授業を実施するのではなく、各教科の指導内容を発展・補充する補助的

な資料があるとよいのではないかと考えています。 

間違った知識や価値観を教えないようにしっかり教材研究をしているが不安

もある。 
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図表２－４－３－２ 「法教育全般に関する意見や感想等」（全５８件）の回答例（続き）【問１０】 

教員の意識向上・

研修に関連するこ

と 

法教育という視点や内容が、全職員に浸透していないと感じる。 
法教育と強い思いをもって指導している教員は少ない。これらが法教育なん

だという漠然とした思いで指導している現状だと思うので、今後研修を深め

ていきたい。 
授業の中では法教育をメインとし授業を小学校段階でしなければならないと

いう意識が薄い。 
教育現場の負担・

時間の不足に関連

すること 

教材は充分に作成されていると思いますが、「〇〇教育」という名の教育が新

たに学校に求められて増加する一方なので、学校現場に時間的余裕がないの

が実情です。 
法教育の大切さは分かるが、小学校で学ぶ内容については、厳選に厳選を重

ね、重点的に行う必要がある。現在、教科書は厚くなり、教科内容は増え、情

報モラル教育、キャリア教育、外国語、地域との連携等、現場は余裕がない状

態である。 

法教育を行う必要はあると思うが、すべてを学校に任せすぎていて、学校の負

担が多いと感じる。必ず行わなければならないのであれば、学校に任せるので

はなく、行政側から学校に連携を持ち掛け、教育をやっていただきたいです。 

大切な教育であるとは思いますが、既存の教育課程以上に時間を生み出し準

備することが年々困難になっています。教育課程内で実施できる形があると

良いのではないでしょうか。 
外部連携・人材活

用に関連すること 
子どもの実態に即したわかりやすい話をしていただきよかったです。外部の

方にお話をしていただくことで緊張感をもって聞くことができました。 
税に関しては、租税教室として税理士の方と連携を図りながら、学習を深めて

いる。 法教育に関しても、同様に外部人材と連携を図りながら学習を深める

ことができると考えるので、今後検討していきたい。 
近くの地域の方に来ていただいて６年生対象で法律の仕組みを学ぶ機会があ

り、とても有意義でした。 
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図表２－４－３－３ 「外部人材との連携・出前授業等について」（全６３件）の回答例【問１０】 

概要 回答の内容 
外部人材との連携

に関するニーズ 
外部人材に授業をしていただきたい。 
専門的な知識を有する方との連携を図った授業が、簡単に行える仕組みを今

後も継続して実施していただきたい。 
外部との連携の実績がないため、計画するのが難しい。 

弁護士等の法の専門家によるいじめ問題やＳＮＳの問題に関する授業があれ

ば良いと思います。 
社会科や特別の教科道徳、学活等で法教育の学習を行ってきたが、専門家を交

えての講話や授業があるとより児童の理解が深まると思いました。 
児童にとって、分かりやすくて楽しいと感じられるものであれば、出前授業等

を実施して専門的な人から話を伺うのがよいかもしれない。 
児童の発達段階に

応じた対応ニーズ 
外部人材による出前授業等を、児童の発達段階に合わせて「複数回」実施でき

ると助かります。 
学年の発達段階に応じた外部人材を紹介していただけるとありがたい。 

講師の質・授業内

容への懸念や課

題、活用の難しさ 

外部人材は、話が児童向けでない場合が多く、難しい。一度の訪問が多いた

め、その機会を活かしたいが、教員の思いとの差が多いことが多い。 
外部指導者に関しては、４５分しかない授業時間の中で、授業内容の目的を達

成できる指導スキルを持つ人材が必要であり、また、打ち合わせなどに時間を

要するため、活用は難しい。 

打ち合わせ等の日程調整等大変な面もあるが、有意義ではある。しかし、人材

の良し悪しは感じる。 
弁護士を招く出前授業を学校として申し込んでいるが、なかなか抽選に当た

らず、行いたい出前授業が実現していない。 
法教育の出前授業はとても効果的だった。 毎年実施したいが、費用の関係で

難しい。 
外部講師の活用も考えられるが、学習指導要領を前提とした授業をしていた

だくにも両者の共通理解の難しさがある。 
出前授業の仕組

み、人材情報・窓

口・制度整備 

出前授業を自治体などで企画してもらえると取り組みやすいと感じます。 
社会科の授業で５月～６月に扱うため、その時期に講師派遣があると活用し

やすい。昨年度は活用できませんでしたが、今年度は、専門家の方に５～６名

来ていただき、模擬裁判をやってもらいましたが、子どもたちに良い経験とな

りました。 
外部の人材活用リスト・授業可能な内容、どこに連絡したら良いかがわかる一

覧があると助かります。 
外部人材と連携した授業の情報があれば提供してほしい。 
窓口の一本化を図り、調整手順を簡素化してほしい。 
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図表２－４－３－４ 「各教科等・教育課程での位置付けの明確化について」（全４０件）の回答

例【問１０】 

概要 回答の内容 
各教科等・教育課

程での位置付けが

不明瞭であること

について 

法教育の重要性は、理解している。しかし、社会でやるのか、道徳でやるのか、

どの教科で実践すると有効なのかが分からない。 
年間の指導計画の中で、重点的に行うべきことであれば、しっかりと時数をと

って取り組みたいところである。その他にも様々な課題があるため、重点項目

の見極めを行い、時間をかけるべきという認識が高まったら、外部連携も含め

て取り組んでいきたい。 
教育課程上で法教育としての位置付けの明確化を図る必要がある。 
学習指導要領の内容を大切にしながら、さらに法教育を深めていくというこ

とに難しさを感じている。学習指導要領での法教育の位置付けをさらにはっ

きりとさせていくことが、法教育の充実につながると感じている。 
学習指導要領・教

科書に沿った内容

について 

新たに時間を設定することが難しいので、現行の教科書の内容に沿ったもの

で実施できると負担が少なくなるのではないかと感じる。 
法教育が重要なことはどの教員も理解しているが、教育課程の中に、新たに

「法教育」という枠を設けて指導を行う余裕や時間がないのが現状である。現

在各教科や特別活動に位置付けられている法教育に関連する分野を教員に周

知し、重点的に指導してもらうだけでも意味があると思う。教員が、「ここは

法教育の分野である」と意識して、各教科等の指導が行えたら子どもたちにも

より重点が伝わると考える。例えば教科書の中に「ここは法教育に関わりま

す」の文言を入れてもらうだけでも教員は法教育を意識した指導が行えると

思う。 
現在の学校や教員は、教科書がない分野の授業については、実施に前向きにな

りにくい風土があり、実施に負担感を感じる意識がある（環境教育・人権教

育・デジタルシティズンシップ教育など）。校長としては、人権教育・法教育

の理念は学校教育の理念の根幹にあるものと捉えているので、もっと、学習指

導要領の位置付けを明確にし、教科書（社会や道徳、家庭科）に具体的に関連

内容を記載することを強化してほしい。 
教科横断的な実

施・事例について 
様々な教科で横断的に行っていくべきだと思う。そのような実践事例が知り

たい。 
アンケートに回答するに当たり、当校の教育課程を改めて確認すると、法教育

に関しては道徳、総合的な学習の時間、各教科等、様々な教育活動の中で横断

的に位置づいており「法教育について様々な場面で取り組んでいたんだ。」と

改めて感じました。「法教育」をより意図的・計画的に推進するために法教育

に関する全体計画があると良いと感じました。ただ、法教育に関する全体計画

の作成について、法令や通知、答申等に根拠がなく、当校も含め、全体計画が

作成されていない学校も多いのではないかと思います。仮に全体計画を作成

するとなると、その見本があればありがたいと感じます。 
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図表２－４－３－５ 「法教育教材の媒体（形式）について」（全１５件）の回答例【問１０】 

概要 回答の内容 
タブレット端末等

での利用 
タブレット端末から子どもが自分の進度や興味に合わせて進められるような

教材があるとうれしいです。 

教科書の内容に合う資料や動画などがＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋですぐ見られる

ようになるとよいと思う。 
データベース 法教育の教材について、概要等は学ぶことができるが、児童の興味・関心に合

わせて、自ら学びを進め、理解を深めるために利用できるよう、多様な資料を

児童がダウンロードできるデータベースを作成してもらえるとありがたい。 

気軽にダウンロードできる教材があれば利用したい。 
 

図表２－４－３－６ 「法教育教材の内容について」（全３２件）の回答例【問１０】 

概要 回答の内容 
教科書・教科の内

容に沿った教材 
新たに時間を設定することが難しいので、現行の教科書の内容に沿ったもの

で実施できると負担が少なくなるのではないかと感じる。 
各教科で定められた学習内容に沿った法教育を実施するために、位置付けを

明確化するとともに教材等についても各教科の学習内容と正確にリンクした

ものを作成してほしい。 
特別な授業を実施するのではなく、各教科の指導内容を発展・補充する補助的

な資料があるとよいのではないかと考えています。 
教科書にある指導事項のもとに専門家が授業をしていただいたり、ピンポイ

ントで利用できるような教材があったりすれば、単元の時数の中で法教育に

ついての理解が深まると思います。 
小学生にわかりや

すい内容 
子ども達にとって、実生活と関連した内容であり、分かりやすい教材が必要だ

と思います。 
小学生にわかりやすく、興味･関心が高まる言葉や内容で構成された話や教材

であれば取り入れやすい。 
小学生が法律を少しでも身近に感じられる教材や関連機関との連携がとりや

すいものがあればうれしい。 
特定のテーマを扱

う教材 
ＳＮＳやインターネット上の問題について、児童に指導する場面が増えてき

ているため、法教育で、ＳＮＳやインターネット上の問題に関する教材がある

と活用したいと思う。 

６年社会科としては詳しく取り扱わない、ネットモラルやキャッシュレス決

済等の注意点の資料を充実させてほしい。 
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図表２－４－３－７ 「法教育に関する情報提供の在り方について」（全２０件）の回答例 

          【問１０】 

概要 回答の内容 
情報提供や周知の

方法・タイミング

等 

法教育に関わるリーフレット等を年度初めにお届けいただけると、より法教

育教材活用について周知が図れると思いました。 
案内が一覧となって直接、担任の先生に届くようなシステムの構築だと思い

ます。魅力的な案内が年度途中で案内がきても対応できない場合が多いと担

任時代に感じていました。 
事例に関する情報

提供 
法だけを扱う授業にはなかなか時間が取れないので、授業の中での扱い方や

取組事例についても情報提供があるとよい。 
授業の進め方や教材等の情報をより簡単に得ることができるとよい。 時数等

の確保が難しいので良い方法を行っている事例を知りたい。 

教科横断例や外部人材活用例等が確認できると来年度計画へ入れる検討がで

きる。 
様々な情報提供 様々な情報を提供いただけるだけで、活用の頻度は高まると考えています。 

実践例など広く提供していただきたい。 
 

図表２－４－３－８ 「教員向けの研修や啓発について」（全２６件）の回答例【問１０】 

概要 回答の内容 
研修の企画・実施

等 
教員向けの研修として、授業のねらいや構成等がしっかりと学べる機会があ

ればうれしい。 
法教育に関する研修等が少なく、実践を見る機会があまりない。 
教員向けの法教育研修会があれば受講してみたいです。 

法教育についての理解も含め研修の機会が乏しいと思うので、社会科の先生

方のイメージが強い分、教科横断的に取り組める「特別活動」や「特別の教科 

道徳」、特殊詐欺や不正契約などの犯罪につながる今日的な課題が増えてきた

「家庭科」の消費者教育の取扱を強調して研修で広めていく必要があると感

じる。 
法教育の重要性の

周知・啓発 
児童に対してももちろんだが、まず教職員に法教育の必要性等を考えさせる

必要がある。 
成人年齢の引き下げによって、主権者意識を向上させることや、よりよい社会

と幸福な人生の創り手を育てるための教育をする上で、法教育はますます必

要であると思います。まずは、法教育の意義を教職員に周知する必要がありま

す。 
法教育の取組についての研修・啓発を行い、教員に必要性を持たせることが必

要であると考えます。 
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第３章 まとめと考察 

１．調査結果のまとめ 
 調査の結果、把握されたことについて、改めて以下のように整理した。 
 

（１）法教育に関する授業の実施状況 
 令和６年度における法教育に関する授業の実施状況として、「０回（実施していない）」と回答

した学校の割合は、２．８％であった（図表２－１－１－１）。ほとんどの学校で１回以上法教育に関

する授業を実施している状況にあるが、その多くは「６年生」の「社会科」において行われてい

る状況にある（図表２－１－２－１、図表２－１－２－２）。 
 

（２）法教育教材の利用状況等 
 法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材について、「教材を利用して授業を実施した」

と回答した学校の割合は４．１％であった（図表２－２－１－１）。過年度調査と比べて、教材を利用

したことがある学校の割合は減少しているという結果であったが、その点に加えて、「教材を知

っている」との回答割合が減少していた（図表２－２－１－１～図表２－２－１－３）。周知等の面に関し

て課題が大きくなっていると考えられる。 
 法教育教材を知ってはいるが利用していない学校が教材を利用していない理由としては、「既

存の指導書や教科書等で授業を実施することができるから」の割合が最も高くなっており、令

和元年度調査と比べてこの割合が増加していた（図表２－２－４－１、図表２－２－４－２）。 
あるとよいと思う教材等の媒体（形式）としては、「動画配信サイト等での配信」の割合が最

も高く、また、「ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材」の割合が５割を超えるなど、ニーズが

大きく変化していた（図表２－２－５－１、図表２－２－５－２）。 
あるとよいと思う教材等のテーマ・題材としては「ＳＮＳやインターネット上の問題につい

て」と「法やきまり，ルールの必要性・意義」について回答割合が高くなっており、そのほかの

テーマ・題材についてもそれぞれ５割以上の回答があった（図表２－２－７－１）。 
 

（３）法律専門家や関係機関との連携状況等 
 令和６年度における法教育に関して、法律家（裁判官、検察官、弁護士、司法書士等）や関係

機関（法務省、検察官、裁判所、弁護士会、司法書士会等）等の外部人材と、「連携した授業を

実施した」と回答した学校の割合は、３４．９％であった（図表２－３－１－１）。令和元年度と比べ

て、外部人材と連携した法教育を実施している学校の割合は若干低下していた（図表２－３－１－１

～図表２－３－１－２）。 
 連携先としては、「税務署（税務署職員）」との回答割合が最も高くなっていることは令和元年

度調査と同様であるが、「弁護士会（弁護士）」と連携している学校の割合が若干増加していた

（図表２－３－２－１、図表２－３－２－２）。 
これらの外部人材と連携した授業を実施しなかった理由としては、「連携先を見つける方法が

よく分からないから」の割合が最も高くなっていた（図表２－３－３－１）。 
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（４）法教育を実施するに当たっての課題や意見・要望等 
 法教育を実施するに当たっての課題と感じることとしては、「法教育に十分な時間をとる余裕

がない」との回答が５６．２％と最も高くなっており、この点は過年度から継続的に課題になっ

ている（図表２－４－１－１、図表２－４－１－２）。 
 課題について、「外部人材と連携する仕組みがない」という点については、法教育に関する授

業を実施している学校においても３割以上となっていた（図表２－４－２－１）。「法教育に関する良

い教材（副教材等）がない」という点については、教材を利用して授業を実施した学校では回答

割合が低くなっており（図表２－４－２－２）、教材の内容面の充実もさることながら、周知の方法等

について課題がある状況にあることがうかがえる。 
自由記述による回答では、「外部人材との連携・出前授業」に関する内容の回答が最も多く（図

表２－４－３－１）、上記の「外部人材と連携する仕組みがない」という回答の状況も踏まえると、

連携の推進を図るための方策の検討が求められる状況にあると考えられる。 
     

２．今後の方策等に関する考察 
 調査の結果把握された以上のような状況から、学校現場における法教育の取組を更に支

援するための施策の在り方等に関し、次のようなことが考えられる。 

 
■各教科等・教育課程での位置付けの明確化について 

 ほとんどの小学校において、年度内に１回以上は法教育に関する授業を実施している状況に

あるが、更なる推進や充実を図っていくためには、各教科等・教育課程での位置付けについて、

考え方やモデルを示していくことが引き続き重要になると考えられる。 
過年度から継続的に課題になっている点であるが、学校では多方面から「○○教育」の実施が

求められており、それぞれの実践一つ一つを個別に追及していくことが困難な状況にある。法

教育を全体のカリキュラムにどのように位置付けるのか、また、社会科等の個々の教科の中で

どのように実践していくのか、低学年から高学年にかけてどのような形で体系化するのか等、

各学校において検討を深めていただくために、これらの点に関する好事例等を示すことも重要

と考えられる。 
法教育教材を利用していない理由として「既存の指導書や教科書等で授業を実施することが

できるから」の回答割合が最も高くなっていたことから、教科書等に基づいた授業実施がされ

ていることが多い状況にあるとも推察されるが、教科書等の内容との対応関係や教材の位置付

け等についても、具体的な事例をもとに情報を示していくことが重要であると考えられる。 
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■動画配信による教材やデジタル教材の開発・提供、周知について 

 現状として法教育教材の利用割合は高くないが、「あるとよいと思う教材等の媒体（形式）」と

しては「動画配信サイト等での配信」と回答した学校の割合が７割以上となっていた。また、こ

の回答割合は令和元年度調査と比べて約３０ポイント高くなっており、近年の教育環境の変化

に合わせてニーズが高まっていると考えられる。同様に「ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教

材」についてのニーズも高くなっており、これらのニーズに対応するような教材の開発・提供が

重要と考えられる。 
 また、法教育教材について「教材を知らない」と回答した学校の割合が６割以上となってお

り、この点も過年度と比べて約３０ポイント高くなっていた。既存の教材の作成・配布等から時

間が経過しているという状況も踏まえて、改めて法教育教材の周知の方法やタイミング等につ

いて検討を行う必要があると考えられる。 

 
■外部人材による出前授業、連携の推進について 

 自由記述により回答を得た法教育の取組や教材に対する意見・要望等として、「外部人材との

連携・出前授業」に関する内容の回答が最も多くなっていた。法教育を実施するに当たり課題と

感じることとして「外部人材と連携する仕組みがない」と回答する学校の割合は、法教育に関す

る授業を多く実施している学校においても３割以上と比較的高くなっており、個別の課題があ

るものと考えられる。 
外部人材と連携した授業を実施しなかった理由として「連携先を見つける方法がよく分から

ないから」の回答割合が最も高いという結果も得られている。外部人材との連携の推進に関し

ては、いわゆる「コロナ禍」を経た後の現在において、改めて情報の周知やマッチングのための

方法の在り方など、検討を行うことが重要であると考えられる。 
なお、全体の中での回答割合が高いわけではないが、「弁護士会（弁護士）」と連携している学

校の割合が増加傾向にあった。各学校と「弁護士会（弁護士）」との連携がどのような方法によ

り実施されているのか、その際にどのような工夫がされているのか等について、具体的な情報

を得て示していくということも重要なのではないかと考えられる。 
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参考資料 

１．調査票 

 
 
 
 
 

１ 法教育について 

(1) 法教育とは 

法務省では，「法律専門家ではない一般の人々が，法や司法制度，これらの基礎になっている価値を理解

し，法的なものの考え方を身に付けるための教育」を「法教育」と位置付けています。 
 
  ※ 法教育が育成を目指す資質・能力や，法教育の普及・推進に関する法務省の取組については，同封し

たリーフレットを御覧ください。 
 
 (2) 学習指導要領との関係 

令和２年度から実施された学習指導要領においては，かねてより盛り込まれている各教科等における「法

に関する教育」（いわゆる法教育）にかかる内容について，更なる充実が図られているところです（本調査

票２ページ目・３ページ目に記載の「小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説総則編付録６」を参照）。 

２ 本調査について 

(1) 目的 

この調査は，法務省が小学校における法教育の実践状況を把握し，学校現場における法教育の取組を更

に支援するための施策の在り方を検討することを目的に行うものです。 
 
(2) 御回答に当たって 

本調査では，質問について，令和６年度における学校の状況に最も近いものを選んで回答するか，回答

欄に文字で回答（自由記述）してください。 

回答は任意であり，管理職や担当教員など適宜の方において把握されている範囲で回答いただけれ

ば構いませんが，可能な限り調査に御協力をお願いいたします。 

回答は，この用紙ではなく，下記ページにアクセスし，ウェブから回答してください。 
 

回答ページＵＲＬ: https://questant.jp/q/houkyouiku2025 

パスワード：moj2025 

（法務省ホームページからもアクセス可能です。アクセス方法は，本調査依頼に同封した 

「回答方法説明書」を御参照ください。） 

(3) 回答の目安時間 

10 分程度 
 

(4) 回答期限 

令和７年９月１２日（金）１７時まで 
 
３ 情報の取扱いについて 

本調査は統計的に処理し，集計結果を法務省ホームページ等において公表する予定ですが，公表に当たっ

ては，学校名が特定されることのないよう取り扱います。なお，御記入いただいた内容について詳細をお聞

きするため，学校に連絡させていただく場合がありますので御了承ください。 
 

＜調査実施主体・委託元＞ 

 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 

 司法制度第二係 

  

法教育担当：古田・稲垣 

＜調査実施機関・お問合せ先＞ 

株式会社浜銀総合研究所 

地域戦略研究部 

担当：有海（ありかい）・石川 

Mail：manabi@yokohama-ri.co.jp 
   ℡：０４５－２２５－２３７２ 
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参考資料：「小学校学習指導要領(平成２９年告示)解説総則編」の付録６ 

 

 

  



参考資料 

  45  
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第１ 学校に関すること 

所在地 

（都道府県は当てはまるものを一つ選択、市区町村は文字で回答） 

都道府県：（            ） 

市区町村：（            ） 

設置者種別 

（当てはまるものを一つ選択） 

１ 国立   ２ 公立  

３ 私立   ４ その他（     ） 

教員数（非常勤を除く。） 

※おおよその数で構いません 

（半角数字で回答） 

（       ）名 

学校名 

（文字で回答） 
（                 ） 

回答者の氏名・役職 

（文字で回答） 

氏名：（              ） 

役職：（              ） 

回答者の連絡先（電話番号・メールアドレス） 

（半角数字・半角アルファベット・記号で回答） 

※本調査結果について，回答いただいたメールアド

レス宛に案内をお送りする予定です 

電話：（              ） 

Mail：（              ） 

 

第２ 法教育授業の実施状況について 

 

【問１】法教育（※１）に関する授業を令和６年度にどの程度実施したか（※２）について，当てはまるもの

を一つ選んでください。 

   （※１）「小学校学習指導要領(平成２９年告示)解説総則編」の付録６「法に関する教育（現代的な諸課題に関する教

科横断的な教育内容）」の内容（本調査票２ページ目・３ページ目）も御参照ください。 

（※２）下記の（授業実施回数の考え方）を踏まえ，令和６年度中の実施状況について，学年別・教科等の別を単位と

した実施回数をお答えください。 

 

 （授業の実施回数の考え方） 

   例１：６年生の社会科の授業と５年生の家庭科の授業で実施した     ⇒2 回 

   例２：６年生の社会科の授業で複数回関連する内容を扱った     ⇒１回 

   例３：６年生の社会科の授業と家庭科の授業，特別の教科道徳の授業のそれぞれで実施した  ⇒３回 

   例４：全学年の児童を対象に，特別活動で法教育に関する内容を扱った    ⇒６回 

 

１ ０回（実施していない）  →（問２へ） 

２ １～５回         →授業の実施状況に回答してください 

３ ６～９回         →授業の実施状況に回答してください 

４ １０回以上        →授業の実施状況に回答してください 
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【授業の実施状況】 

 貴校で令和６年度に実施した法教育に関する授業について，対象学年，授業を実施した教科等，扱ったテーマのそれぞれに

ついて，該当するものを全て回答してください。 

学年 

(複数回答可) 

１ １年生 

２ ２年生 

３ ３年生 

４ ４年生 

５ ５年生 

６ ６年生 

教科等 

(複数回答可) 

１ 社会科 

２ 家庭科 

３ 特別の教科 道徳 

４ 特別活動 

５ その他 

（具体的に：                      ） 

テーマ 

(複数回答可) 

１ 法やきまり，ルールの必要性・ 

意義 

２ 契約（ものの貸し借り，売り買い） 

３ 憲法の意義 

４ 司法，裁判が果たす役割 

５ ＳＮＳやインターネット上の 

問題について 

６ 多様性を認め合う社会の重要性に 

ついて 

７ その他（具体的に：       ） 

 

第３ 法教育教材の使用状況について 

【問２】法務省では，法務省（法教育推進協議会）作成の法教育冊子教材をはじめ，下記イラストに示した各

種教材を全国の小学校に配布及び法務省ホームページ等で公開しております（※１）。また，法務省

YouTube チャンネルにおいても視聴覚教材の公開をしています（※２）。 

貴校では，令和６年度に法務省（法教育推進協議会）作成の教材を利用して授業を実施しましたか。

当てはまるものを一つ選んでください。 

（※１）法教育教材については，本調査依頼に同封したリーフレットも御参照ください。 

（※２）なお，令和７年４月には，日本一学校を回るお笑いコンビの「オシエルズ」さんと法教育の紹介動画（名付けて

「オシエルズが教える法教育」）を作成し，公開しています。 

 

 １ 教材を利用して授業を実施した  →（問３へ） 

 ２ 教材を知っているが利用しなかった →（問４へ） 

 ３ 教材を知らない   →（問５へ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
刑事裁判手続を模擬的に体験できる視聴覚教材 

  

視聴覚教材 冊子教材 
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【問３】（問２で「１ 教材を利用して授業を実施した」を選択した学校のみ回答） 

利用した教材・題材全てを選択してください。 

 

教材名 題材（利用したことがあるもの全てを選択） 

冊子教材 

（ルールは誰のもの？ 

～みんなで考える法教育～） 

１ 友だち同士のけんかとその解決 

２ 約束をすること，守ること 

３ もめごとの解決－国民の司法参加・ルールづくり－ 

４ 情報化社会における表現の自由と知る権利－情報の 

  受け手・送り手として－ 

視聴覚教材 

５ けんかの解決方法を考えよう！ 

６ 約束って何だろう？ 

７ 本当のことって何だろう？ 

８ きめきめ王国 

９ 書き込む前に考えよう！ 

刑事裁判手続を模擬的に体験

できる視聴覚教材 

１０ 事件の審理等 

１１ 専門家からのメッセージ 

その他の視聴覚教材 
１２ 法務省 YouTube チャンネルに公開しているその他の教

材・法教育に関する動画 
 
 
 
 

【問４】（問２で「２ 教材を知っているが利用しなかった」を選択した学校のみ回答） 

法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を利用していない理由について，当てはまるもの全

てを選択してください。 

 

１ 教科のねらいを達成することができないから 

２ 児童の興味・関心を引くテーマ・教材ではないから 

３ 教科書に即していないから 

４ 既存の指導書や教科書等で授業を実施することができるから 

５ このような授業を行う時数の余裕がないから 

６ このような授業を行うための準備の負担が重いから 

７ 教材が教員の手元に行き渡っていないから 

８ 内容を確認したことがないから 

９ その他（具体的に：                                 ） 

 



参考資料 

  49  
 

第４ 法教育教材の媒体・題材等について 

 

【問５】法教育に関する学習指導を行うに当たり，あるとよいと思う教材等の媒体（形式）について，当て

はまるもの全てを選択してください。 

〔冊子教材〕 

１ 紙媒体 

２ 紙媒体のデータを格納した電子媒体（ＣＤ，ＤＶＤなど） 

３ ホームページからダウンロードする形式 

〔視聴覚教材〕 

４ 動画配信サイト等での配信 

５ ＤＶＤなどインターネットに接続する必要がない（オフラインで使用できる）電子媒体 

〔デジタル教材〕 

６ ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材 

〔その他の媒体等〕 

７ その他（具体的に：                                 ） 

 
 
問５で「［デジタル教材〕ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材」を選択した場合には，どのような教材
を希望するか，具体的にお教えください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【問６】法教育に関する学習指導を行うに当たり，あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等について，当

てはまるもの全てを選択してください。 

 

１ 法やきまり，ルールの必要性・意義 

２ 契約（ものの貸し借り，売り買い） 

３ 憲法の意義 

４ 司法，裁判が果たす役割 

５ ＳＮＳやインターネット上の問題について 

６ 多様性を認め合う社会の重要性について 

７ その他（具体的に：                           ） 

希望する教材のイメージ 
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第５ 法律専門家や関係機関との連携状況等について 

 

【問７】法教育に関し，令和６年度に法律家（裁判官，検察官，弁護士，司法書士等）や関係機関（法務省，

検察庁，裁判所，弁護士会，司法書士会等）等の外部人材と連携した授業を実施しましたか。当ては

まるものを一つ選んでください。 

 

１ 外部人材と連携した授業を実施した    →連携先・扱ったテーマについて回答してください 

２ 外部人材と連携した授業は実施していない →（問８へ） 

 

【連携先・扱ったテーマ】 

 貴校で法教育に関して実施した外部人材と連携した授業について，連携先，扱ったテーマのそれぞれについて，該当するも

のを全て回答してください。 

連携先 

(複数回答可) 

１ 裁判所（裁判官等） 

２ 法務省（法務局，刑務所，保護 

  観察所）や検察庁（検察官等） 

３ 弁護士会（弁護士） 

４ 司法書士会（司法書士） 

５ 日本司法支援センター 

（法テラス） 

６ 税務署（税務署職員） 

７ 税理士会（税理士） 

８ 警察署（警察官） 

９ 大学の教員 

10 法科大学院生・法学部生      

11 消費（国民）生活センター 

12 その他（例：行政書士会，社会 

 保険労務士会，弁理士会，企業の 

    コンプライアンス担当者等） 

 （具体的に：         ）  

テーマ 

(複数回答可) 

１ 法やきまり，ルールの必要性・ 

意義 

２ 契約（ものの貸し借り，売り買い） 

３ 憲法の意義 

４ 司法，裁判が果たす役割 

５ ＳＮＳやインターネット上の 

問題について 

６ 多様性を認め合う社会の重要性に 

ついて 

７ その他（具体的に：       ） 

 
 
【問８】（問７で「２ 外部人材と連携した授業は実施していない」を選択した学校のみ回答） 

法律家や関係機関等の外部人材と連携した授業を実施しなかった理由について，当てはまるもの

全てを選んでください。 

 

１  連携しなくても，法教育に取り組んでいけると考えるから 

２  連携先を見つける方法がよく分からないから 

３  連携によりどのような授業ができるのか分からないから 

４  連携のための予算がないから 

５  連携の準備や打ち合わせ，手続などが大変だから 

６  連携した授業を行う時間がないから 

７  連携する方の人柄や授業の技量が事前に分からず，不安だから 

８  以前に連携を試みたが，うまくいかなかったから 

９  現在連携した授業の実施に向けての準備を進めているところである 

１０ その他（具体的に：                           ） 
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第６ 課題認識・意見等について 

 

【問９】法教育を実施するに当たり，課題と感じることはありますか。当てはまるもの全てを選んでくださ

い。 

 

１ 法教育の内容（テーマ）や授業の進め方が分からない 

２ 法教育に十分な時間をとる余裕がない 

３ 法教育に関する良い教材（副教材等）がない 

４ 外部人材と連携する仕組みがない 

５ 特に課題と感じることはない 

６ その他（具体的に：                           ） 

 
 
 

【問１０】法教育の取組や教材に対する御意見・御要望等があれば，御自由に御記入ください。また，御記

入された御意見等が以下のいずれの項目に関するものかについて，選択してください（複数選択可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 法教育全般に関する意見や感想等 

２ 外部人材との連携・出前授業等について 

３ 各教科等・教育課程での位置付けの明確化について 

４ 法教育教材の媒体（形式）について 

５ 法教育教材の内容について 

６ 法教育に関する情報提供の在り方について 

７ 教員向けの研修や啓発について 

８ その他 

 

 

調査は以上です。御協力いただき，ありがとうございました。 

 
  

自由回答（任意） 
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２．集計表 

 

第１ 学校に関すること 

【所在地（都道府県）】 

 

度数 パーセント

北海道 35 6.5

青森県 5 0.9

岩手県 8 1.5

宮城県 15 2.8

秋田県 5 0.9

山形県 4 0.7

福島県 11 2.0

茨城県 14 2.6

栃木県 13 2.4

群馬県 10 1.8

埼玉県 25 4.6

千葉県 24 4.4

東京都 34 6.3

神奈川県 17 3.1

新潟県 10 1.8

富山県 4 0.7

石川県 10 1.8

福井県 4 0.7

山梨県 6 1.1

長野県 5 0.9

岐阜県 11 2.0

静岡県 13 2.4

愛知県 34 6.3

三重県 17 3.1

滋賀県 6 1.1

京都府 9 1.7

大阪府 16 3.0

兵庫県 19 3.5

奈良県 3 0.6

和歌山県 8 1.5

鳥取県 2 0.4

島根県 3 0.6

岡山県 12 2.2

広島県 14 2.6

山口県 5 0.9

徳島県 8 1.5

香川県 7 1.3

愛媛県 7 1.3

高知県 4 0.7

福岡県 31 5.7

佐賀県 4 0.7

長崎県 10 1.8

熊本県 8 1.5

大分県 9 1.7

宮崎県 5 0.9

鹿児島県 15 2.8

沖縄県 2 0.4

合計 541 100.0
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【所在地（市町村人口規模）】 

 

 

【設置者種別】 

 

 

【教員数】 

 

 

 

第２ 法教育授業の実施状況について 

【問１】法教育に関する授業を令和６年度にどの程度実施したかについて，当てはまるものを一つ選んでください。 

 

 

【授業の実施状況】 

（学年） 

 

  

度数 パーセント

3万人未満 106 19.6

5万人未満 70 12.9

10万人未満 86 15.9

30万人未満 110 20.3

50万人未満 75 13.9

50万人以上 94 17.4

合計 541 100.0

度数 パーセント

国立 3 0.6

公立 530 98.0

私立 8 1.5

合計 541 100.0

度数 パーセント

10人以下 59 10.9

11人以上20人以下 199 36.8

21人以上30人以下 162 29.9

31人以上 117 21.6

無回答・無効回答 4 0.7

合計 541 100.0

度数 パーセント

０回（実施していない） 15 2.8

１～５回 299 55.3

６～９回 100 18.5

１０回以上 127 23.5

合計 541 100.0

度数 パーセント

1年生 210 39.9%

2年生 214 40.7%

3年生 233 44.3%

4年生 265 50.4%

5年生 380 72.2%

6年生 518 98.5%

526合計
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（教科等） 

 

 

（テーマ） 

 

 

 

第３ 法教育教材の使用状況について 

【問２】法務省では，法務省（法教育推進協議会）作成の法教育冊子教材をはじめ，下記イラストに示した各種教材を全国の小学校に

配布及び法務省ホームページ等で公開しております。また，法務省 YouTube チャンネルにおいても視聴覚教材の公開をしてい

ます。 

貴校では，令和６年度に法務省（法教育推進協議会）作成の教材を利用して授業を実施しましたか。当てはまるものを一つ選

んでください。 

 

 

【問３】（問２で「１ 教材を利用して授業を実施した」を選択した学校のみ回答） 

利用した教材・題材全てを選択してください。 

 

度数 パーセント

社会科 508 96.6%

家庭科 277 52.7%

特別の教科道徳 320 60.8%

特別活動 238 45.2%

その他 50 9.5%

無回答 1 0.2%

526合計

度数 パーセント

法やきまり，ルールの必要性・ 意義 475 90.3%

契約（ものの貸し借り，売り買い） 249 47.3%

憲法の意義 454 86.3%

司法，裁判が果たす役割 433 82.3%

ＳＮＳやインターネット上の 問題について 392 74.5%

多様性を認め合う社会の重要性について 244 46.4%

その他 16 3.0%

526合計

度数 パーセント

教材を利用して授業を実施した 22 4.1

教材を知っているが利用しなかった 166 30.7

教材を知らない 352 65.1

無回答 1 0.2

合計 541 100.0

度数 パーセント

（冊子教材）友だち同士のけんかとその解決 9 40.9%

（冊子教材）約束をすること，守ること 11 50.0%

（冊子教材）もめごとの解決－国民の司法参加・ルールづくり－ 8 36.4%

（冊子教材）情報化社会における表現の自由と知る権利－情報の受け手・送り手として－ 10 45.5%

（視聴覚教材）けんかの解決方法を考えよう！ 5 22.7%

（視聴覚教材）約束って何だろう？ 5 22.7%

（視聴覚教材）本当のことって何だろう？ 4 18.2%

（視聴覚教材）きめきめ王国 3 13.6%

（視聴覚教材）書き込む前に考えよう！ 4 18.2%

（刑事裁判手続を模擬的に体験できる視聴覚教材）事件の審理等 3 13.6%

（刑事裁判手続を模擬的に体験できる視聴覚教材）専門家からのメッセージ 1 4.5%

（その他の視聴覚教材）法務省YouTubeチャンネルに公開しているその他の教材・法教育に関する動画 8 36.4%

無回答 1 4.5%

22合計
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【問４】（問２で「２ 教材を知っているが利用しなかった」を選択した学校のみ回答） 

法務省（法教育推進協議会）作成の法教育教材を利用していない理由について，当てはまるもの全てを選択してください。 

 

 

 

第４ 法教育教材の媒体・題材等について 

【問５】法教育に関する学習指導を行うに当たり，あるとよいと思う教材等の媒体（形式）について，当てはまるもの全てを選択して

ください。 

 

 

【問６】法教育に関する学習指導を行うに当たり，あるとよいと思う教材等のテーマ・題材等について，当てはまるもの全てを選択し

てください。 

 

 

 

第５ 法律専門家や関係機関との連携状況等について 

【問７】法教育に関し，令和６年度に法律家（裁判官，検察官，弁護士，司法書士等）や関係機関（法務省，検察庁，裁判所，弁護士

会，司法書士会等）等の外部人材と連携した授業を実施しましたか。当てはまるものを一つ選んでください。 

 
  

度数 パーセント

教科のねらいを達成することができないから 6 3.6%

児童の興味・関心を引くテーマ・教材ではないから 4 2.4%

教科書に即していないから 12 7.2%

既存の指導書や教科書等で授業を実施することができるから 116 69.9%

このような授業を行う時数の余裕がないから 67 40.4%

このような授業を行うための準備の負担が重いから 27 16.3%

教材が教員の手元に行き渡っていないから 32 19.3%

内容を確認したことがないから 14 8.4%

その他 6 3.6%

無回答 1 0.6%

166合計

度数 パーセント

（冊子教材）紙媒体 238 44.0%

（冊子教材）紙媒体のデータを格納した電子媒体（ＣＤ，ＤＶＤなど） 114 21.1%

（冊子教材）ホームページからダウンロードする形式 238 44.0%

（視聴覚教材）動画配信サイト等での配信 411 76.0%

（視聴覚教材）ＤＶＤなどインターネットに接続する必要がない（オフラインで使用できる）電子媒体 101 18.7%

（デジタル教材）ＩＣＴ端末で活用できるデジタル教材 305 56.4%

（その他の媒体等）その他 5 0.9%

無回答 3 0.6%

541合計

度数 パーセント

法やきまり，ルールの必要性・意義 446 82.4%

契約（ものの貸し借り，売り買い） 305 56.4%

憲法の意義 297 54.9%

司法，裁判が果たす役割 303 56.0%

ＳＮＳやインターネット上の問題について 467 86.3%

多様性を認め合う社会の重要性について 359 66.4%

その他 8 1.5%

無回答 1 0.2%

541合計

度数 パーセント

外部人材と連携した授業を実施した 189 34.9

外部人材と連携した授業は実施していない 352 65.1

合計 541 100.0
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【連携先・扱ったテーマ】 

（連携先） 

 

 

（テーマ） 

 

 

【問８】（問７で「２ 外部人材と連携した授業は実施していない」を選択した学校のみ回答） 

法律家や関係機関等の外部人材と連携した授業を実施しなかった理由について，当てはまるもの全てを選んでください。 

 

 

  

度数 パーセント

裁判所（裁判官等） 8 4.2%

法務省（法務局，刑務所，保護観察所）や検察庁（検察官等） 10 5.3%

弁護士会（弁護士） 34 18.0%

司法書士会（司法書士） 6 3.2%

税務署（税務署職員） 96 50.8%

税理士会（税理士） 41 21.7%

警察署（警察官） 48 25.4%

法科大学院生・法学部生 2 1.1%

消費（国民）生活センター 4 2.1%

その他 37 19.6%

無回答 1 0.5%

189合計

度数 パーセント

法やきまり，ルールの必要性・ 意義 117 61.9%

契約（ものの貸し借り，売り買い） 30 15.9%

憲法の意義 28 14.8%

司法，裁判が果たす役割 25 13.2%

ＳＮＳやインターネット上の 問題について 64 33.9%

多様性を認め合う社会の重要性に ついて 14 7.4%

その他 57 30.2%

無回答 3 1.6%

189合計

度数 パーセント

連携しなくても，法教育に取り組んでいけると考えるから 68 19.3%

連携先を見つける方法がよく分からないから 149 42.3%

連携によりどのような授業ができるのか分からないから 124 35.2%

連携のための予算がないから 88 25.0%

連携の準備や打ち合わせ，手続などが大変だから 137 38.9%

連携した授業を行う時間がないから 119 33.8%

連携する方の人柄や授業の技量が事前に分からず，不安だから 55 15.6%

以前に連携を試みたが，うまくいかなかったから 3 0.9%

現在連携した授業の実施に向けての準備を進めているところである 32 9.1%

その他 12 3.4%

352合計
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第６ 問題意識・意見等について 

【問９】法教育を実施するに当たり，課題と感じることはありますか。当てはまるもの全てを選んでください。 

 

 

【問１０】法教育の取組や教材に対する御意見・御要望等があれば，御自由に御記入ください。また，御記入された御意見等が以下の

いずれの項目に関するものかについて，選択してください（複数選択可）。 

 

 
 

度数 パーセント

法教育の内容（テーマ）や授業の進め方が分からない 125 23.1%

法教育に十分な時間をとる余裕がない 304 56.2%

法教育に関する良い教材（副教材等）がない 125 23.1%

外部人材と連携する仕組みがない 183 33.8%

特に課題と感じることはない 105 19.4%

その他 15 2.8%

無回答 2 0.4%

541合計

応答数

度数 パーセント

法教育全般に関する意見や感想等 58 37.2%

外部人材との連携・出前授業等について 63 40.4%

各教科等・教育課程での位置付けの明確化について 40 25.6%

法教育教材の媒体（形式）について 15 9.6%

法教育教材の内容について 32 20.5%

法教育に関する情報提供の在り方について 20 12.8%

教員向けの研修や啓発について 26 16.7%

その他 3 1.9%

156

応答数

合計


